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―
政
策
研
究
大
学
院
大
学
で
は
具
体
的
に
ど
の
様
な
内
容

を
教
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
。

増
山
　
本
学
は
、
一
般
的
な
大
学
と
は
少
し
性
格
が
異
な
り
、

政
策
研
究
に
特
化
し
た
国
立
の
大
学
院
で
、
世
界
各
国
の
行

政
官
や
実
務
家
が
政
策
形
成
の
理
論
と
実
践
を
学
ん
で
い
ま

す
。
全
学
生
の
約
３
分
の
２
が
留
学
生
で
、
そ
の
多
く
は
開

発
途
上
国
の
政
府
か
ら
派
遣
さ
れ
た
行
政
官
、
将
来
の
リ
ー

ダ
ー
候
補
で
す
。
残
り
の
３
分
の
１
は
国
内
の
各
省
庁
や
地

方
自
治
体
か
ら
派
遣
さ
れ
た
行
政
官
で
、
日
本
の
政
策
の
現

場
に
い
る
人
材
で
す
。
教
員
に
つ
い
て
も
、
私
の
様
な
研
究

者
と
、
行
政
経
験
の
有
る
実
務
家
教
員
が
教
育
に
当
た
っ
て

い
る
と
こ
ろ
が
特
徴
で
す
。
私
自
身
は
、
代
議
制
度
に
於
け

る
権
力
の
集
中
と
分
散
が
、
民
主
主
義
の
在
り
方
や
立
法
・

選
挙
に
ど
の
様
な
影
響
を
与
え
る
の
か
、
制
度
の
設
計
が
権

力
の
行
使
の
在
り
方
を
ど
の
様
に
規
定
し
て
い
く
の
か
と
い

っ
た
点
を
主
に
見
て
い
ま
す
。

―
―
今
回
の
総
選
挙
で
の
高
市
政
権
の
圧
勝
は
、
日
本
政
治

の
構
造
的
な
変
化
を
示
す
の
で
し
ょ
う
か
。

増
山
　
２
月
の
総
選
挙
で
高
市
政
権
が
絶
対
安
定
多
数
を
確

保
し
た
事
は
、
単
な
る
一
時
的
な
政
治
状
況
の
産
物
で
は
な

く
、
日
本
政
治
が
１
９
９
４
年
の
政
治
改
革
以
降
、
30
年
以

上
を
掛
け
て
積
み
重
ね
て
き
た
制
度
的
な
帰
結
だ
と
見
て
い

ま
す
。政
治
学
で
は「
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー（veto player

）」

と
い
う
概
念
が
有
り
、
そ
の
数
が
多
い
程
政
策
変
更
は
難
し

く
な
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
嘗
て
の
中
選
挙
区
制
の
下
で
は
、

派
閥
の
存
在
が
強
い
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
し
て
機
能
し
、

権
力
は
分
散
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
小
選
挙
区
制
の
導

入
や
２
０
０
１
年
の
中
央
省
庁
改
革
以
降
の
内
閣
機
能
の
強

化
、
特
に
14
年
の
内
閣
人
事
局
設
置
と
い
う
大
き
な
制
度
改

革
を
経
て
、
日
本
の
首
相
は
民
意
と
人
事
権
を
背
景
に
、
党

「
高
市
一
強
」は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か

制
度
が
変
え
た
日
本
政
治
の
現
在
地
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2026年２月の総選挙に於ける高市政権の圧
勝は、1994年の小選挙区制導入から30年
を経て、一連の政治・行政改革が「首相主
導」体制へと収斂してきた事を示している。但し、
石破茂氏が率いた前政権が少数与党として政
権運営に苦しんだのも事実であり、制度変更
の作用には揺らぎも有る。こうした中で、官僚
機構が官邸の意向に配慮した対応を取る場面
が指摘される一方、政治のリーダーシップの在
り方によっては意思決定の停滞を招く可能性も
ある。政治を制度と行動の相互作用として分
析する政策研究大学院大学の増山幹高教授
は、この現状をどの様に捉えるのか。民主主
義の制度デザインについて聞いた。


